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市内の社会福祉施設等が従業員及び利用者に対して実施した PCR 検査に係る費用を補助する

ことで、他施設等への感染の拡大、施設内のクラスター発生を未然に防止するとともに、施設

職員や利用者家族の不安を軽減することを目的とします。 

市内の社会福祉施設等において、新型コロナウイルス感染症に罹患した者がいた場合に、行

政検査の対象とならない従業員及び利用者に対し、当該施設等が PCR 検査を実施した場合に係

る費用を助成します。 

 

１ 補正予算額 

24,300,000 円 

介護施設 PCR 検査費用 １件 20,000 円×970 件＝19,400,000 円 

障がい施設 PCR 検査費用 １件 20,000 円×245 件＝ 4,900,000 円 

 

２ 対象施設 

(１) 介護保険サービス 

  ①通所介護  ②通所リハビリテーション  ③短期入所生活介護 

④認知症対応型通所介護  ⑤特定施設入居者生活介護  ⑥認知症対応型共同生活介護 

⑦小規模多機能型居宅介護  ⑧国の基準による通所型サービス  ⑨通所型サービスＡ 

(２) 高齢者福祉サービス 

  ①有料老人ホーム  ②サービス付き高齢者向け住宅 

(３) 障害福祉サービス 

  ①生活介護  ②短期入所  ③自立訓練  ④就労継続支援  ⑤共同生活援助 

 

３ 補助期間 

  令和２年７月９日～令和３年３月 31 日まで 

 

 

【本件に関するお問い合わせ】 
狛江市福祉保健部高齢障がい課     
電話 03－3430－1111 

   （内線）2234（介護・高齢者支援施設について） 
（内線）2209（障がい者支援施設について） 

社会福祉施設等における PCR検査費用助成金 


